
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
上床版と下床版とこれらを連結する複数の波形鋼板とで箱形断面を形成するようにして橋
軸方向に延びる波形鋼板ウェブ橋を、張出し施工により所定長のブロック毎に架設する方
法において、
上床版未施工の先頭ブロックを構成する複数の波形鋼板に、下床版施工用の吊り支保工を
吊り下げた状態で、上記先頭ブロックの次のブロックを構成する複数の波形鋼板を先行架
設した後、これら先行架設された波形鋼板に上記吊り支保工を移動させ、この状態で、上
記次のブロックを構成する下床版の施工と上記先頭ブロックを構成する上床版の施工とを
行うように構成されており、
上記上床版の施工が、複数のプレキャストリブを橋軸方向に所定間隔をおいて上記複数の
波形鋼板の上端部間に架け渡すとともに、これらプレキャストリブの上に複数のプレキャ
スト板を敷設した後、これらプレキャストリブおよびプレキャスト板を型枠として上床版
コンクリートを打設することにより行われるように構成されている、ことを特徴とする波
形鋼板ウェブ橋の架設方法。
【請求項２】
上記複数の波形鋼板を、橋軸直交方向に所定間隔をおいて３箇所以上に設けるとともに、
上記各プレキャストリブを、上記複数の波形鋼板のうち互い隣接する波形鋼板相互間に架
け渡す、ことを特徴とする請求項１記載の波形鋼板ウェブ橋の架設方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、波形鋼板ウェブ橋を張出し施工により所定長のブロック毎に架設する方法に
関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
波形鋼板ウェブ橋は、上床版と下床版とこれらを連結する複数の波形鋼板とで箱形断面を
形成するようにして橋軸方向に延びる構成となっているが、この波形鋼板ウェブ橋の架設
は、一般に、張出し施工により所定長のブロック毎に行われるようになっている。
【０００３】
その際、波形鋼板を利用した架設方法も採用されている（例えば「非特許文献１」参照）
。この架設方法においては、上床版未施工の先頭ブロックを構成する複数の波形鋼板に、
下床版施工用の吊り支保工を吊り下げた状態で、先頭ブロックの次のブロックを構成する
複数の波形鋼板を先行架設した後、これら先行架設された波形鋼板に吊り支保工を移動さ
せ、この状態で、次のブロックを構成する下床版の施工と先頭ブロックを構成する上床版
の施工とを行うようになっている。
【０００４】
【非特許文献１】
「プレストレストコンクリート」、社団法人プレストレストコンクリート技術協会、平成
１４年１月３１日、第４４巻、第１号、ｐ．５５－５７
【発明が解決しようとする課題】
このように上床版と下床版とを別ブロックで並行して施工することにより施工効率を高め
ることができるが、これら上床版および下床版の施工自体は、型枠を用いた現場打ち施工
で行われている。
【０００５】
その際、下床版の施工に関しては、吊り支保工の利用により、ある程度効率良く行うこと
が可能であるが、上床版の施工に関しては、次のような問題がある。
【０００６】
すなわち、上床版の箱形断面部分については、下床版から支保工を立てて施工が行われて
おり、また、上床版の張出床版部分については、すでに施工済みの張出床版部分から架設
用の梁を張り出して施工が行われている。したがって、これらの点においてまだ施工が面
倒なものとなっており、工費削減および工期短縮を図る上で不十分である、という問題が
ある。
【０００７】
本願発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、波形鋼板を利用した波形鋼
板ウェブ橋の架設方法において、下床版の施工のみならず上床版の施工に関しても施工の
簡素化を図ることができる波形鋼板ウェブ橋の架設方法を提供することを目的とするもの
である。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本願発明は、上床版の施工を所定のプレキャストリブおよびプレキャスト板を用いて行う
ことにより、上記目的達成を図るようにしたものである。
【０００９】
すなわち、本願発明に係る波形鋼板ウェブ橋の架設方法は、
上床版と下床版とこれらを連結する複数の波形鋼板とで箱形断面を形成するようにして橋
軸方向に延びる波形鋼板ウェブ橋を、張出し施工により所定長のブロック毎に架設する方
法において、
上床版未施工の先頭ブロックを構成する複数の波形鋼板に、下床版施工用の吊り支保工を
吊り下げた状態で、上記先頭ブロックの次のブロックを構成する複数の波形鋼板を先行架
設した後、これら先行架設された波形鋼板に上記吊り支保工を移動させ、この状態で、上
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記次のブロックを構成する下床版の施工と上記先頭ブロックを構成する上床版の施工とを
行うように構成されており、
上記上床版の施工が、複数のプレキャストリブを橋軸方向に所定間隔をおいて上記複数の
波形鋼板の上端部間に架け渡すとともに、これらプレキャストリブの上に複数のプレキャ
スト板を敷設した後、これらプレキャストリブおよびプレキャスト板を型枠として上床版
コンクリートを打設することにより行われるように構成されている、ことを特徴とするも
のである。
【００１０】
上記「プレキャストリブ」は、複数の波形鋼板の上端部間に架け渡すことができるように
構成されたものであれば、その具体的な形状や設置本数等については特に限定されるもの
ではない。
【００１１】
上記「プレキャスト板」は、該プレキャスト板をプレキャストリブの上に敷設することに
より、上床版コンクリートを打設するための型枠を形成することができるものであれば、
その具体的な形状や敷設枚数等については特に限定されるものではない。
【００１２】
【発明の作用効果】
上記構成に示すように、本願発明に係る波形鋼板ウェブ橋の架設方法は、上床版未施工の
先頭ブロックを構成する複数の波形鋼板に、下床版施工用の吊り支保工を吊り下げた状態
で、先頭ブロックの次のブロックを構成する複数の波形鋼板を先行架設した後、これら先
行架設された波形鋼板に吊り支保工を移動させ、この状態で、次のブロックを構成する下
床版の施工と先頭ブロックを構成する上床版の施工とを行うようになっているので、上床
版と下床版とを別ブロックで並行して施工することができ、これにより施工効率を高める
ことができる。また、吊り支保工の利用により、下床版の施工をある程度効率良く行うこ
とができる。
【００１３】
特に本願発明においては、上床版の施工が、複数のプレキャストリブを橋軸方向に所定間
隔をおいて複数の波形鋼板の上端部間に架け渡すとともに、これらプレキャストリブの上
に複数のプレキャスト板を敷設した後、これらプレキャストリブおよびプレキャスト板を
型枠として上床版コンクリートを打設することにより行われるようになっているので、従
来のように下床版から支保工を立てるとともに施工済みの張出床版部分から架設用の梁を
張り出して上床版の施工を行うのに比して、上床版の施工を容易に行うことができる。
【００１４】
このように本願発明によれば、波形鋼板を利用した波形鋼板ウェブ橋の架設方法において
、下床版の施工のみならず上床版の施工に関しても施工の簡素化を図ることができる。そ
してこれにより、一層の工費削減および工期短縮を図ることができる。
【００１５】
上記構成において、複数の波形鋼板を、橋軸直交方向に所定間隔をおいて３箇所以上に設
けるとともに、各プレキャストリブを、複数の波形鋼板のうち互い隣接する波形鋼板相互
間に架け渡すようにすれば、上床版の幅員が大きい場合においても、各プレキャストリブ
の重量が過大にならないようにすることができ、これにより上床版の施工容易化を維持す
ることができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を用いて、本願発明の実施の形態について説明する。
【００１７】
図１は、本願発明の一実施形態に係る架設方法の適用対象となる波形鋼板ウェブ橋１０を
架設途中の状態で示す斜視図である。
【００１８】
図示のように、この波形鋼板ウェブ橋１０は、上床版１２と下床版１４とこれらを連結す
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る左右１対の波形鋼板１６とで箱形断面を形成するようにして橋軸方向に延びている。各
波形鋼板１６は、波形鋼板本体１６Ａと、その上下両端部に接合された上端フランジ部１
６Ｂおよび下端フランジ部１６Ｃとからなっている。そして、この波形鋼板ウェブ橋１０
は、張出し施工により所定長のブロック毎に架設されるようになっている。
【００１９】
同図は、先頭ブロックＢ（ｎ）の手前側のブロックＢ（ｎ－１）の架設が完了した時点に
おける波形鋼板ウェブ橋１０を示すものであり、この時点では、先頭ブロックＢ（ｎ）は
、下床版１４および両波形鋼板１６については施工が完了した状態となっているが、上床
版１２については施工がまだ行われていない状態となっている。
【００２０】
図２は、波形鋼板ウェブ橋１０の架設工程を示す斜視図である。また、図３および４は、
この架設工程を示す側面図および橋軸直交断面図である。なお、図４は、先頭ブロックＢ
（ｎ）における橋軸直交断面図である。また、図３および４における（ａ）～（ｄ）の各
工程は、図２の（ａ）～（ｄ）の各工程に対応したものとなっている。
【００２１】
波形鋼板ウェブ橋１０の架設は、次のようにして行われるようになっている。
【００２２】
まず、図１に示すように、上床版未施工の先頭ブロックＢ（ｎ）を構成する１対の波形鋼
板１６に、簡易型枠１０２が取り付けられた下床版施工用の吊り支保工１００を吊り下げ
た状態で、図２（ａ）に示すように、先頭ブロック（ｎ）の次のブロックＢ（ｎ＋１）を
構成する１対の波形鋼板１６を先行架設する。これら各波形鋼板１６の先行架設は、クレ
ーン等を用いて行う。
【００２３】
次に、図２（ｂ）に示すように、先行架設された１対の波形鋼板１６に吊り支保工１００
を移動させ、これを次のブロックＢ（ｎ＋１）の位置に据え付ける。そして、先頭ブロッ
クＢ（ｎ）の上床版１２を構成する複数のプレキャストリブ２２を、橋軸方向に所定間隔
をおいて両波形鋼板１６の上端部間に架け渡して橋軸直交方向に延びるように配置する。
【００２４】
この配置が完了したら、図２（ｃ）に示すように、これらプレキャストリブ２２の上に複
数のプレキャスト板２４を敷設し、これらプレキャスト板２４の上に鉄筋および上床版横
締め鋼材を配置する。また、これと並行して、次のブロックＢ（ｎ＋１）の簡易型枠１０
２上において、下床版１４の鉄筋組立てを行う。
【００２５】
そして、図２（ｄ）に示すように、先頭ブロックＢ（ｎ）において、プレキャストリブ２
２およびプレキャスト板２４を型枠として上床版コンクリート２６を打設するとともに、
次のブロックＢ（ｎ＋１）において下床版コンクリート２８を打設し、その養生を図る。
その後、先頭ブロックＢ（ｎ）において、上床版横締め鋼材３０にプレストレスを導入し
て上床版コンクリート２６の横締め緊張を行うとともに、外ケーブルの挿入および緊張を
行う。
【００２６】
以上の工程により先頭ブロックＢ（ｎ）の架設が完了したら、同様の工程により次のブロ
ックＢ（ｎ＋１）の架設を行い、以後同様にして張出し施工による架設を行う。
【００２７】
以上詳述したように、本実施形態に係る波形鋼板ウェブ橋１０の架設方法は、上床版未施
工の先頭ブロックＢ（ｎ）を構成する１対の波形鋼板１６に、下床版施工用の吊り支保工
１００を吊り下げた状態で、先頭ブロックＢ（ｎ）の次のブロックＢ（ｎ＋１）を構成す
る１対の波形鋼板１６を先行架設した後、これら先行架設された波形鋼板１６に吊り支保
工１００を移動させ、この状態で、次のブロックＢ（ｎ＋１）を構成する下床版１４の施
工と先頭ブロックＢ（ｎ）を構成する上床版１２の施工とを行うようになっているので、
上床版１２と下床版１４とを別ブロックで並行して施工することができ、これにより施工
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効率を高めることができる。また、吊り支保工１００の利用により、下床版１２の施工を
ある程度効率良く行うことができる。
【００２８】
特に本実施形態においては、上床版１２の施工が、複数のプレキャストリブ２２を橋軸方
向に所定間隔をおいて１対の波形鋼板１６の上端部間に架け渡すとともに、これらプレキ
ャストリブ２２の上に複数のプレキャスト板２４を敷設した後、これらプレキャストリブ
２２およびプレキャスト板２４を型枠として上床版コンクリート２６を打設することによ
り行われるようになっているので、従来のように下床版から支保工を立てるとともに施工
済みの張出床版部分から架設用の梁を張り出して上床版の施工を行うのに比して、上床版
１２の施工を容易に行うことができる。
【００２９】
このように本実施形態によれば、下床版１４の施工のみならず上床版１２の施工に関して
も施工の簡素化を図ることができ、これにより一層の工費削減および工期短縮を図ること
ができる。
【００３０】
上記実施形態においては、波形鋼板１６を下床版１４の橋軸直交方向両側部に１対設ける
場合について説明したが、波形鋼板１６を３箇所以上に設けるようにした場合においても
、上記実施形態と同様の架設方法を採用することにより上記実施形態と同様の作用効果を
得ることができる。
【００３１】
図５は、上記実施形態の変形例を示す、図２と同様の図である。
【００３２】
本変形例の架設対象となる波形鋼板ウェブ橋５０は、上記実施形態の波形鋼板ウェブ橋１
０に比して、上床版１２の幅員が大きいものとなっている。
【００３３】
本変形例の架設方法も上記実施形態の架設方法と基本的に同様であるが、本変形例におい
ては、波形鋼板１６を下床版１４の橋軸直交方向両側部および橋軸直交方向中央部の３箇
所に設けるようになっている。また、本変形例においては、上記実施形態のプレキャスト
リブ２２をその長手方向に関して２等分したようなプレキャストリブ２２Ａを用い、これ
ら各プレキャストリブ２２Ａを橋軸直交方向両側部に位置する各波形鋼板１６と橋軸直交
方向中央部に位置する波形鋼板１６との間に架け渡すようになっている。
【００３４】
このような架設方法を採用することにより、波形鋼板ウェブ橋５０のように、その上床版
１２の幅員が大きい場合においても、各プレキャストリブ２２Ａの重量が過大にならない
ようにすることができ、これにより上床版１２の施工容易化を維持することができる。
【００３５】
なお、波形鋼板１６が橋軸直交方向に所定間隔をおいて４箇所以上に設けられる場合にお
いても、上記実施形態のプレキャストリブ２２をその長手方向に関して複数のプレキャス
トリブに分割し、これら分割された各プレキャストリブを互い隣接する波形鋼板相互間に
架け渡すようにすれば、上記変形例と同様の作用効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本願発明の一実施形態に係る架設方法の適用対象となる波形鋼板ウェブ橋を、架
設途中の状態で示す斜視図
【図２】上記波形鋼板ウェブ橋の架設工程を示す斜視図
【図３】上記架設工程を示す側面図
【図４】上記架設工程を示す橋軸直交断面図
【図５】上記実施形態の変形例を示す、図２と同様の図
【符号の説明】
１０、５０　波形鋼板ウェブ橋
１２　上床版

10

20

30

40

50

(5) JP 3832651 B2 2006.10.11



１４　下床版
１６　波形鋼板
１６Ａ　波形鋼板本体
１６Ｂ　上端フランジ部
１６Ｃ　下端フランジ部
２２、２２Ａ　プレキャストリブ
２４　プレキャスト板
２６　上床版コンクリート
２８　下床版コンクリート
３０　上床版横締め鋼材
１００　吊り支保工
１０２　簡易型枠
Ｂ（ｎ－１）　手前側のブロック
Ｂ（ｎ）　先頭ブロック
Ｂ（ｎ＋１）　次のブロック
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